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議 案 第 ２４ 号

摂津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件

摂津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

る。

令和７年２月１７日提出

摂津市長 嶋 野 浩一朗

提案理由

地域手当、期末手当及び勤勉手当の支給割合の改定等を行うため、本条例を制定す

るものである。

摂津市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

摂津市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３１年条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。

第２条中「、特定任期付職員業績手当」を削る。

第１４条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（扶養手当）」を付し、同条

第１項ただし書中「次項第１号及び第３号から第６号まで」を「次項第２号から第５

号まで」に、「以下「扶養親族たる配偶者、父母等」を「第３項において「扶養親族

たる父母等」に改め、「（以下「９級職員」という。）」を削り、同条第２項中第１

号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げ、同条第

３項中「扶養親族たる配偶者、父母等」を「前項第１号に該当する扶養親族（次項に

おいて「扶養親族たる子」という。）については１人につき１３，０００円、扶養親

族たる父母等」に改め、「（以下「８級職員」という。）」及び「、前項第２号に該

当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）については１人につき

１０，０００円」を削り、同条第４項中「（以下「特定期間」という。）」を削り、

「特定期間に」を「当該期間に」に改め、同条に次の１項を加える。

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶

養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第１５条を次のように改める。

第１５条 削除

第１５条の２第２項中「１００分の６」を「１００分の１２」に改める。



- 2 -

第２１条第１項中「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条第２項中「管理監督

職員」を「同項各号に掲げる職員」に、「週休日等以外の日の午前０時から」を「午

後１０時から翌日の」に改め、「の間」の次に「（週休日等に含まれる時間を除

く。）」を加え、「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条第３項中「に定める

額」の次に「（前２項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務を

した職員にあっては、その額に１００分の１５０を乗じて得た額）」を加え、同項第

１号中「（当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっ

ては、その額に１００分の１５０を乗じて得た額）」を削る。

第２３条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に改め、同条

第３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、「１００分の

７１．２５」を「１００分の７０」に改め、同条第４項中「１００分の１２７．５」

を「１００分の１２５」に、「１００分の１７５」を「１００分の９５」に改める。

第２４条第２項第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」の次に「及び特定任期付

職員」を加え、「１００分の１０７．５」を「１００分の１０５」に改め、同項第２

号中「１００分の５１．２５」を「１００分の５０」に改め、同項に次の１号を加え

る。

⑶ 前項の職員のうち特定任期付職員 当該特定任期付職員の勤勉手当基礎額に

１００分の８７．５を乗じて得た額の総額

第２４条の２を削る。

第２５条中「、扶養手当」を削り、「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」を

「及び勤勉手当」に改める。

第２６条の３中「、第１５条及び第１５条の３」を削る。

第２６条の４第１項中「から第１５条まで」を「、第１４条」に、「、第１７条」

を「及び第１７条」に改め、「及び第２４条」を削り、同条第２項中「、第１５条」

を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和８年３月３１日までの

間における改正後の摂津市一般職の職員の給与に関する条例（以下「新条例」とい
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う。）第１４条の規定の適用については、同条第１項ただし書中「対しては」とあ

るのは「対しては、支給せず、次項第６号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、

当該職員及び第３条第１項の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級であ

るものに対しては」と、同条第２項中

「⑸ 身体又は精神に著しい障害のある者 」

とあるのは

「⑸ 身体又は精神に著しい障害のある者

⑹ 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）」

と、同条第３項中「１３，０００円」とあるのは「１１，５００円」と、「とす

る」とあるのは「、前項第６号に該当する扶養親族については３，０００円とす

る」とする。

（令和１０年３月３１日までの間における地域手当に関する経過措置）

３ 施行日から令和１０年３月３１日までの間における地域手当の月額は、新条例第

１５条の２第２項の規定の適用については、同項中「１００分の１２」とあるの

は、「１００分の１２を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

（委任）

４ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定

める。

（摂津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正）

５ 摂津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年摂津市

条例第２０号）の一部を次のように改正する。

附則第１５条第７項中「同項第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」の次に

「及び特定任期付職員」を、「という。）」の次に「並びに特定任期付職員」を加

え、同条第８項中「、第１５条及び第１５条の３」を削る。


